
本書の活用にあたって

●ホームページの活用について
本冊子を補足する、より詳細な内容がホームページで

ご覧いただける箇所については WEB マークを記載して

います。

●参考
　過去の環境白書は

WEB http://www.pref.shiga.lg.jp/biwako/koai/hakusyo/

をご覧ください。

また、滋賀県庁県民情報室、各環境事務所などの行

政情報コーナーや、県内各市町の図書館などで閲覧す

ることができます。

主な法令・条例名等略称（略称は五十音順）

この冊子は、7,000冊発行しており、そのコストは、

総経費2,306,000円、１冊当たり329円です。
（担当課：琵琶湖環境部環境政策課　電話０77-528-3353）

　県では、こうした行政サービスの「値札」表示の取り

組みを行っており、県ホームページでも紹介しています。

WEB http://www.pref.shiga.lg.jp/gyokaku/price_tag.html

　－ 表紙 －
第１9回「よりよい水環境づくり」ポスターコンクール
　滋賀県知事賞　米原市立柏原中学校　

　２年　鈴木  幸穂 さん（平成24年度当時）

【略称】 【正式名称】

・「家電リサイクル法」 ←「特定家庭用機器再商品化法」

・「グリーン購入法」 ←「国等による環境物品等の調達の推進
　　等に関する法律」

・「建設リサイクル法」 ←「建設工事に係る資材の再資源化等に
  関する法律」

・「自動車リサイクル法」 ←「使用済自動車の再資源化等に関する
  法律」

・「水質汚濁防止法上乗せ条例」←「水質汚濁防止法第３条第３項の規定
に基づく排水基準を定める条例」

・「地球温暖化対策推進法」 ←「地球温暖化対策の推進に関する法
  律」

・「富栄養化防止条例」 ←「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に
  関する条例」

・「フロン回収破壊法」 ←「特定製品に係るフロン類の回収及び
  破壊の実施の確保等に関する法律」

・「ラムサール条約」 ←「特に水鳥の生息地として国際的に重
要な湿地に関する条約」
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